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救急救命童臆よる特定行為の再検討臆開音る研究班  
病院内竃の薬剤投与実習労身障ライン 
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1 目的  

○ 救急救命士による薬剤投与については、「救急救命士国家試験のあり方等に関する検   

討会」において、「救急救命士による薬剤投与に係る追加講習カリキュラム」（以下、「カ   

リキュラム」）が取りまとめられたところである。  

○ カリキュラムでは病院内での薬剤投与実習が50時限含まれており、その実施にあた   

り、適切な薬剤投与実習ガイドラインが必要である。  

○・また、カリキュラムは既に救急救命士国家資格を取得している者（以下、「既取得者」）   

を対象として取りまとめたものであるが、救急救命士学校及び養成所で養成課程中の者   

（以下、－「養成課程者」）のための病院実習の内容にも反映されるものである。   

○ 従って、既取得者と養成課程者が共通して利用できる薬剤投与実習ガイドランとし   

て取りまとめることが必要である。  
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2 方法p内容  

（1）実習受講資格   

○ 実習受け入れ施設長が実習を許可した既取得者又は養成課程者  

（2）実習指導の責任者   

○ 救急救命士の行う薬剤投与の業務プロトコール（以下、「プロトコール」）に精通  

している医師（以下、「実習指導医」）  

（3）受け入れ施設等   

○ 養成過程者に対しては、原則として「救急救命士養成所の臨床実習施設における  

実習要領及び救急救命士に指示を与える医師の確保について」（平成4年11月27  

日指第81号通知）に定める施設とする。   

○ 既取得者に対しては、実習受け入れに関する理解や実習指導医の配置状況等を踏  

まえ、都道府県メディカルコントロール協議会又は地域メディカルコントロール協  

議会（以下、「MC協議会」という。）が選定した施設とする。   

○ 実習に際して、倫理委員会（それに代わる委員会等でもよい）にて許可を得てい  

ること。  

（4）対象症例  

「A．点滴ラインの準備と末梢静脈路の確保」と「B．エビネフリンの投与とその後  

の観察」の2段階のパートに分類し、対象はそれぞれ以下のとおりとする。   

O 「A．点滴ラインの準備と末梢静脈路の確保」についてi・ま、心臓概能停止患者の他  
に、インフォームドコンセントが得られた心臓機能停止以外の患者も対象とするこ  

15  



とができる 

O 「臥エビネプリンの投与とその後の観葉」については、心臓機能停止患者を対象   

とする。  

（5）実習内容   

0 病院実習の内容は「A．点滴ラインの準備と末梢静脈路の確保」と「臥エビネプリ  

ンの投与とその後の観察」の2段階のパートに分類する。   

O 「Å．点滴ラインの準備と末梢静脈路確保」は末梢静脈路確保に必要な器材の準備  

から末梢静脈路確保、静脈路確保後の器材の廃棄までが含まれる。これらの手技に  

おいて到達すべき目標（別表）及び評価基準（別紙1）lrこ従い実習指導医の下で実  

る。   

O 「B．エビネフリンの投与とその後の観察」は静脈投与するエビネプリン製剤をア  

ンプルカット後シリンジヘの充填も含めた準備から、プロトコールに基づいて三方  

活栓などを介してのエビネプリン静脈内ポーラス投与、上肢の巻上（10～20秒間）、  

静脈投与後の患者観察までが含まれる。これらの手技において到達すべき目標（別  

表）及び評価基準（別紙2）に従い実習指導医の下で実施する。   

（〕 なお「A．点滴ラインの準備と末梢静脈路確保」と「B．エビネフリンの投与とその  

後の観察」については、実習対象は必ずしも同【の実習協力者（患者）でなくとも  

良い。   

○ 静脈投与できる薬剤はエビネフリン製剤のみとする。エビネフリン製剤とはプレ  

フィルドシリンジ製剤（1mg／mL）、1mg／mLのアンプル製剤の原液、もしくは実習指  

導医の指示により適当な溶解液により希釈されたェピネプリン溶解液とする。   

○ 実習に使用する輸液製剤及びェピネプリンを希釈する製剤は原則として乳酸リン  

ゲル液とする。但し、実習指導医の指示により末梢静脈より投与可能でそれに準ず  

る輸液製剤を用いても良い。   

○ 各パートにつきそれぞれ1．0症例を修了の目標とする。但し、実習指導医が手技上  

に問題がなく、十分な知識を有すると判断できる実習生に関しては10症例に満たな  

くとも実習修了と判断することもできる。   

○ 実習指導医による安全な指導体制が確保され、患者に不利益を生じないと判断さ  

れる場合には、実習協力者（患者）1名につき、複数の実習者が担当することもで  

きる。   

○ 実習指導医の特別な指示がない限り、全ての手技はプロトコールに準じて実施す  

る。静脈路の確保（90秒以内）等に時間がかかる場合や、3回以上の穿刺を必要と  

する場合、合併症の発生が予測される場合等においては実習指導医の判断で静脈路  

確保の実施を中止することができる。  

（6）実習の受け入れ方法   

○ 実習受け入れ施設長が以下の要件を満たした者の実習の受け入れについて決定す  
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る。  

既取得者については、所属する組織から入4C協議会に対し文書で推薦を受け、  

丸4C協議会が知識や資格が十分であると承認を得たもの   

▲ 養成課程者については、知識や資格が十分であり、学校、養成所等における学  

校長、養成所長等の推薦を受けたもの  

○ 実習受け入れ施設では、施設長名で薬剤投与に係る実習施設である旨を院内に明   

示しておくことが望ましい。  

○ 実習生は名札等を必ず着用し、実習生であることを患者に明確に示すことが望ま   

しい。  
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（7）インフォームドコンセントの取り方   

○ 心臓機能停止患者以外に対しては、実習指導医がその患者や家族に対して説明し、  

インフォームドコンセントを得る。その際、 原則として実習生が同伴するものとす  

るが、状況に応じては同席しないこともできる。   

○ 心臓機能停止患者に対してインフォームドコンセントを得ることは困難であると  

考えられるが、インフォームドコンセント取得の概念やその重要性については十分  

配慮するよう努めること。   

○ 実習指導医はインフォームドコンセントに関する内容を診療録又は承諾書に記載  

する。   

○ 予め実習指導医・実習生・立会人の署名欄を設けた「救急救命士による病院内で  

の薬剤投与実習に関する説明と承諾書」等のインフォームドコンセントに関する書  

類に記載してもよい（別紙3）。   

○ 実習受け入れ施設は、救急救命士の病院実習協力病院である旨、ポスターで院内  

に掲示する等により周知に努めること。  

（8）実習の記録   

○ 実習指導医及び実習生は実習の結果を実習受け入れ施設又は実習依頼施設等で定  

める様式に記載するとともに、実習指導医は診療掛こ実際に薬剤を投与した実習生の  

氏名、投与量等について実習の状況が明らかになる様に記載すること。  

（9）リスクマネージメント   

○ 実習生は、実習受け入れ施設が提示している院内リスクマネージメントの方針を理  

解すること。  

（10）針刺し享敵対応策   

○ 実習依頼施設iも 実習受け入れ施設と協議した上で、実習生の「針刺し事故」発  

生時の対応策を予め提示する。  
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（11）事故発生時の責任   

○ 病院実習における事故発生の対応については．、実習受け入れ施設と実習依頼施設  

で予め協議する。   

○ 指導内容及び指導態度等に起因する注意義務違反については実習指導医の責任と  

する。   

○ 実施の際の注意義務違反に起因する事故は実習生の責任とする。  

（12）実習修了の認定   

○ 施設長は次の条件がそろった場合に施設長名で修了証書を発行する。  

実習内容については、定められた客観的な評価法に基づき、各パ」 卜につき概  

ね10症例を修了した者  

実習態度、技術、 知識、倫理観、．他の職種との協調性等を総合的に判断し、現  

場で医師の具体的指示の下にエビネフリン投与を行っても良いと判断された者   

○ 実習の中断、中止  

実習開始後でも、実習者にエビネプリン投与を行わせることが不適切であると  

施設長が判断した場合は実習を中断又は中止できる。  

この場合、実習依頼施設による再度の検討を行い、再推薦が適当と判断された  

場合にのみ、実習費け入れ施設が許可すれば実習を再開することができる。その  

際は、新規開始として取り扱う。  

（13）再教育   

○ 救急救命士の資格を有する救急隊員が救急医療機関において受ける病院実習につ  

いては、2年間で128時間以上の実施に努めることから、薬剤投与の再実習なども  

含め、適切な再教育を受けなければならない。   

○ 再教育が適切に行われない場合等については、MC協議会は当該救急救命士の薬  

剤投与の施行の中止等についても検討する。  

（14）その他   

○ 以上については、今後の病院実習の進捗状況等を観察しつつ、MC協議会の実情  

に合わせた教育体制となるよう、適宜調整するものとする。  
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救命士厨「遮る薬剤投苺病院葉訂劉蓮闘篠  

卜一版日梼（Gener∂】lnst－－し灯し＝洲a】Objective）〕  

1．救急医療の現場において、病態に適した適切な棄刺殺与法を選択できる能力を身につける。  

2 静脈路を的確に確保し、安全に突刺投与を実施する能力を身につける。  

3．乗刺殺与に伴う危険因子を認謝し、事故発生時に適切に対処できる能力を身につける。  

4．病院内において薬剤投与はリスクマネージメン十の一環として行われている事を理解する。  

中項目  小項目   到達目標   大項目  

1．病院内で乗剤投与を行うまでの準備   1）病院内でのインフォームドコンセント（lC）のとり   
方  

Z）スタンダードプレコーションと清潔操作  スタンダードプレコーションの実際  スタンダードプレコーションの堰諭や清潔操作が説明でき実際に実施できる，  

3）静脈路確保と薬剤投与に必要な器具  静脈路確保と薬剤投与に必要な器具と正しい準備  

8）薬剤の保管・管理・取り放い  薬剤を適切に保管や管理し取り扱う  薬剤を正しく保管および管理することができる．  

4）静脈路確保法とその確認  各部位における静脈路確保法と確認法  体の各部位における静脈躇の確保法とその確認法について説明できる．  

5）静脈路確保の手旗  静脈ラインの作成と青草脈路確保  静脈路ラインの作成と静脈踏破保の手技を実際の臨床の場で実施できる．  

6）使用後の薬剤や注射器の取り扱いと安全管理   使用後の薬剤やj封寸話の取り扱いと安全管理   使用後の薬剤や注射器の取り扱いと安全な管理が実施できる．   

2，病院内での薬剤投与の手技   7）桑剤投与プロトコールの実施  薬剤投与のプロトコール  薬剤投与のプロトコールを実践できる．  

9）心肺停止事例におけるエビネプリン投与手技  心醐享止事例におけるエビネプリン投与手技の実際  

心肺停止におけるエビネプリン投与後の轟効評価と観  
10）薬効言平価と観察  

寮  できる．  

心I肘亭止におlナるエビネプリン投与の合併症とその対  
＝）薬剤投与後の合併症と対策  

策   る．   

3．薬剤投与に関する病院内のリスクマネージメント  1Z）リスクマネージメント  病院での医療事故に対するリスクマネージメント  

13）薬剤誤投与と対策  索剤誤投与を釆たす危険因子と対策  喪剤誤投与を尭たす危険因子と対策を説明できる．  

病院内での針刺し事故から起こりうる感染症と事故発生時への対策について説明でき  
14）針刺し事故と対策  針刺し事劫カ、ら起こりうる感染症と事故の対策  る，  

病院内での乗別段与に関連した事故時の指導医師と救急欺命士の法的責任について説  
ほ）病院実習における指導医師と枚急救命士の法的責任     指宿医師と枕急激命士における法的責任   明できる．   
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J・㌧．点滴ラインの準備と末梢静脈露確保し評価表仰  

手圭‡   コメント欄   

静脈穿刺を行う前に正しい感染予防処置（スタンサ⊥ドプレコーション）を行  

，f  えたか。  

1  適正な穿刺部位（静脈）を選択したか。  

1     適正な太さの穿刺カテーテ．ルが選択できたか。  
ロ  適正な輸液製剤の準備ができたか。（使用期限、変色などの確認）  

静脈路チューーブと車齢夜バック正しく接合できたか。  

静脈路チューブとチャンバー内のエア抜きが正しくできたか。  

駆血帯、固定用テープの準備をしたか。  

駆血帯の着用は正しくできたか。  

ロ  
穿刺部位を正しい方法で消毒できたか。  

穿刺の最中、終始、無菌操作を心がけたか。  

穿利手技  

・ 内外筒の一緒の穿刺を行えたか。（一点）  

5  血液のフラッシュバックを確認したか。（一点）  

・穿刺部位の末梢を指で閉塞し逆流を止めたか。（Ⅶ点）  

内筒の適切な除去をしたか。（一点）  

輸液ルートを確実に接合できたか。（一点）  

1  穿刺後ただちに駆血帯をゆるめたかu   j  

1  輸液ルートを一時的に全問で滴下しルートの閉蓋や輸液もれのないことを確  

吉忍したか。  

穿刺針のテープ固定は正しくできたか。  

1  適宜な速さに滴下速度を調整したか。  

6  I   吏用した機材、針を廃棄コンテナ捨てたか0  

ニ’ ・20点 16点以下は不合格  

手技処置の即刻中止（以下のいずれか1つが該当するときはその症例実習を即刻中止とする）  

・静脈ルートの確保（穿剥から滴下開始まで）が90秒以内で行えない  

・静脈穿刺の手技においてもスタンダードプレコーションなどの感染防止が出来ていない  

穿刺の手技の最中に穿刺部位が汚染された  

・空気塞栓などの可能性のある準備や穿利手技をおこなった  

・3回以上穿刺を実施した  

・穿刺後のカテーテルを適切に廃棄できなかった  

使用後の血腫、浮腫などの合併症を確認しなかった  

・2度目の穿刺で同側の末梢からの静脈を穿刺した  

指導者（評価者）最終コメント  

実習指導医サイン   
日付：  実習生氏名   
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別紙2  B．エビネフリンの投与とその後の観察 （評価表例）  

スタンダードプレコーションと適応の確認  

配点   評価   享貢   コメント欄   

薬剤投与を行う前に正Lい感染予防処置を行えたか。  

2  患者を観察し心臓機能停止の確認や薬剤投与の適応を再度確言思したか（一  

はAまたはBを選択  2－A．アンプルからの薬剤投与準備  

配点   手技   コメント相   

評価      ロ    適切な薬剤（エビネプリン：ボスミンなど）を選択できたか。  
ウ  アンプルの確認1）薬剤名、2）濃度、3）透明度、4）溶液の色調、5）アンプル損傷の有無6）使用  

期限をチェックしたか。   

1  アンプルをカットし適切な薬剤量を吸引できたか。  

2  シリンジを接合する前に三方活栓をアルコール綿で消毒したか。  

ZはAまたはBを選択  2－B．プレフィルドシリンジからの薬剤投与準備  

手技   コメント欄  

適切な薬剤（プレフィルドシリンジ）を選択できたか。  

2  シリンジ製剤の確認1）薬剤名、2）濃度、3）透明度、4）溶液の色調、5）シリンジの損傷、6）使  

用期限をチェックしたか。   

シリンジから保護キャップを取りエアを除去できたか。  

2  

シリンジを接合する前に三方活栓をアルコール綿で消毒したか。  

．薬剤の投与手技  

配点   評価   手技   コメント欄   

1  薬剤注入前に頚動脈の触知と心電図上の心臓機能停止の再確認をしたか。  

1  三方活栓を正しく用いることができたか。  

1  正しい薬剤量と正しい薬剤の注入ができたか。  

注入時に皮下への薬剤の漏れや月亘脹などを確認したか。  

輸液回路内の薬剤を正しくフラッシュできたか。  

（一時点滴回路を全開滴下またはシリンジ20mlで後押し、腕を挙上）。   
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4．薬剤投与後の観察と処置  

配点  評価   手技   コメント欄   

薬剤の効果をみるため患者や心電図モニターを観察したか。  

薬剤による副作用や合併症の発生を確認したかb  

1  

シリンジや糾を正しく破棄できたか。  

1  実習中、無菌損作を心がけたか。  
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計18点 14点未満は不合格  

手技処置の即刻中止（以下のいずれか1つが該当するときはその症例における実習を中止とする）  

薬剤投与の適応を正しく理解していない。  

無菌操作が手技の間、継続して実施されていない。あるいは汚染された使用器材を用いた。  

心臓械能停止の再確認を実施しなかった。  

薬剤注入操作や薬剤量を誤った。  

指導者（評価者）最終コメント：□合格 □不合格  
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実習指導医サイン：  実習生氏名：  
日付：  
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1叫ニニ＿  

する説明と承諾書  
病院内での薬剤投与実習に関  

実施予定日二平成  早 月   日   

平成18年4月よ．り救急救命士による薬剤投与が実施される予定ですが、．薬剤の投与により病院  

前で心臓機能停止となっている患者さんを救命できる率が高まるこ とが期待されます。   

しかしながら、、救急の現場で救急救命処置の一つである薬剤投与を実施することは多くの経験と  

正しい知識が必要とされます。，そこ で今回は患者さんに病院の医師の指導のもとに病院に実習に克  

ている実習生に静脈路の確保と薬剤投与の手技をさせていただきたく存じます。   

もちろん上記の行為は治療の一環として医師の立ち会いのもと安全性を十分確保b指導して実施  

いたします。   

詳細は以下の文をお読みになり薬剤投与の実習にご協力をお願いいたします。  

’†習生は救急救命士資格取得者又は養成課程中の学生です。  

実習生が行う内容は以下の5項目です。  

（希望されない処置等がある場合は、数字の上に×印を付けてください。）  

1救急外来。病棟での薬剤の準備と静脈路の準備   

2 救急外来。病棟での患者様の血圧D脈拍等の確認   

3 救急外来。病棟での患者様の静脈の穿刺と静脈路からの輸液製剤の投与   
4 救急外来。病棟での患者様の静脈路からの薬剤（エビネプリンなど）の投与   

上記のいずれの項目に関しても救急医師。麻酔医。その他の実習を指導する医師が立ち会い責任をもって  

患者さんの安全を確保します。上記以外のすべての処置は、担当医師が行います。   

実習に伴う合併症として、血管穿刺が不成功の際、血腫、腫れ、出血や薬剤投与の際の皮下への薬液の漏  

れ、穿刺部位の感染、静脈炎や皮下の炎症などが考えられます。万が一これらの発生時には迅速に対処いた  

します。しかし、これらの発生頻度は専門医師が行った場合と同頻度と推測されております。  

またたとえ実習をお断りされても患者さんの治療等にいかなる不利益を生じませんことを申し添えます。  

ご協力を重ねて御願いいたします。   

平成  年  月  日  

説 明 医 師  

習  生  

所  属  

立  会  人  

病院 病院長殿  

私は、担当医師から実習生が実習を行うことについて上記のように説明を受けました。  

医師の確実な指導のもとに救急救命士が実習を行うことについて承諾いたします。  

平成   年  月   日  

患者氏名  

（昏夢さんとの続柄）   保護者氏名  




